
市職員を募集します
　次のとおり市職員を募集します。▲

試験区分①土木・建築・機械(設備)・電気・保健師・
栄養士・保育士・消防②保健師(民間企業など経験者)▲

第1次試験日①9月18日(日) ②10月13日( 木 )・14
日( 金 )

▲

　市役所会議室など

▲

　 表のとおり

▲

　8月8日～15日に市 から電子申請か簡易書留

▲

受験案内・申込書配布　職員課(土・日曜日は市民課）、
保健福祉プラザ ( 市 からもダウンロード可）。詳細は
受験案内参照

　平成31年3月から運用している道路破損等通報アプリ ｢あやぴぃあやパト隊｣
の登録者数が400人を超えました。同アプリでは、市民の皆さんが｢綾瀬市あやぴぃ
あやパト隊｣ レポーターとなり、「道路に穴ぼこがあいている」など、市が管理
する道路の不具合を撮影して投稿し、市に通報できます。
　投稿するには、スマートフォンの専用アプリをダウンロードし、利用規約に同
意の上、レポーター登録が必要です。市民の皆さんからの投稿は貴重な情報源
です。ぜひ登録をお願いします。

道路管理課☎70･5628

広 告

道路破損等通報アプリ

｢あやぴぃあやパト隊」レポーター
を募集しています

試験区分
(試験のレベル) 受験資格 採用予定時期

土木
(大学卒程度)

平成4年4月2日～平成13年4月1日生まれで、学校教育法に規定する大学の土木に関す
る学部・学科を卒業 ( 来年3月末までに卒業見込みを含む ) か同程度の知識を有する方

来年4月以降

建築
(大学卒程度)

平成4年4月2日～平成13年4月1日生まれで、学校教育法に規定する大学の建築に関す
る学部・学科を卒業 ( 来年3月末までに卒業見込みを含む ) か同程度の知識を有する方

機械(設備)
(大学卒程度)

平成4年4月2日～平成13年4月1日生まれで、学校教育法に規定する大学の機械に関す
る学部・学科を卒業 ( 来年3月末までに卒業見込みを含む ) か同程度の知識を有する方

電気
(大学卒程度)

平成4年4月2日～平成13年4月1日生まれで、学校教育法に規定する大学の電気に関す
る学部・学科を卒業 ( 来年3月末までに卒業見込みを含む ) か同程度の知識を有する方

保健師
(大学卒程度)

平成元年4月2日以降生まれで、保健師免許を有する ( 来年3月末までに保健師資格取得
見込みを含む ) 方

保健師
(民間企業など経験者)

(大学卒程度)
昭和42年4月2日～昭和58年4月1日生まれで、保健師免許を有し、民間企業や公共機関
などにおいて、保健師としての職務経験を通算10年以上有する方

栄養士
(大学卒程度)

平成元年4月2日以降生まれで、管理栄養士の免許を有する（来年3月末までに管理栄養
士免許取得見込みを含む ) 方

保育士
(短大卒程度)

平成元年4月2日以降生まれで、保育士の資格を有する ( 来年3月末までに保育士資格取
得見込みを含む ) 方
※県で実施の地域限定保育士試験における資格取得見込者を含む

消防
(大学卒程度)

次の条件を全て満たす方
(1) 平成9年4月2日～平成13年4月1日生まれ
(2) 視力 ( 矯正視力を含む ) が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上である
(3) 聴力正常である

消防
(短大卒程度)

次の条件を全て満たす方
(1) 平成13年4月2日～平成15年4月1日生まれ
(2) 視力 ( 矯正視力を含む ) が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上である
(3) 聴力正常である

消防
(高校卒程度)

次の条件を全て満たす方
(1) 平成15年4月2日～平成17年4月1日生まれ
(2) 視力 ( 矯正視力を含む ) が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上である
(3) 聴力正常である

　子育てを支援する次の制度を利用している場合、継続
して利用する資格があるか審査するため、年1回の届け出
が必要です。届け出をしないと手当や助成を受けられなく
なります。対象者は、同課へ直接届け出てください。詳し
くは、7月下旬に郵送した書類を見てください。
　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
給付金も受け付けています。同給付金の詳しい情報は、
広報あやせ6月15日号か7月15日号、市 を見てください。
●児童扶養手当(現況届)▲

　児童扶養手当(ひとり親家庭の方への手当)を受
けている方 ( 所得制限での支給停止者を含む)

▲

期間　 
　8月1日～31日

▲

　手当証書
●特別児童扶養手当(所得状況届)▲

　特別児童扶養手当を受けている方(所得制限で

の支給停止者を含む)

▲

期間　8月12日～9月12日

▲

　 
　手当証書
●ひとり親家庭等医療証(現況届)▲

　ひとり親家庭等福祉医療証を受けている方

▲

期間　 
　8月12日～9月12日

▲

　同医療証、健康保険証(カー
ドの場合は対象者全員分)

▲

その他　児童扶養手当の現
況届を行った方は、同医療証の届け出を省略可

児童扶養手当など　利用者は年1回の届け出を

■レポーター登録できる方
市内在住・在勤・在学の方

■登録内容
①公開するニックネーム
②メールアドレス
③市内在住・在勤・
　在学の別

「あやぴぃあやパト隊」のダウンロードはこちら

●iOS端末をお使いの方
App Storeで「あやパト隊」と
検索してください

●Android端末をお使いの方
Google Playで「あやパト隊」と
検索してください

こども未来課☎70･5664

臨時窓口を開きます
　上記の各届け出と同給付金の手続きのみを受け付
けます。

8月7日(日）・27日( 土 )8時30分～12時15分・
13時～17時

職員課☎70･5607
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